
土 地 売 買 契 約 書 

 

売払人 福井市（以下「甲」という。）と買受人 落札者（以下「乙」という。）とは、

次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に当該契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 甲は、末尾記載の土地を、現状有姿のまま乙に売り渡し、乙は甲から買い受け

る。 

 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金           円とする。 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、契約保証金として金         円を、甲の発行する納入通知書

により納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金のうち、金         円は入札保証金より充当するもの

とする。 

３ 第１項の契約保証金は、第１５条第２項及び第１６条に定める損害賠償額の予定又

はその一部と解釈しない。 

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項の契約保証金を売買代金に

充当するものとする。 

６ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項の契約保証金は甲に帰属

させることができる。 

 

（売買代金の納付） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項の契約保証金を除いた金        円

を、甲の発行する納入通知書により甲の指定する期日までに納付しなければならない。 

２ 乙は、前項に定める代金を甲の指定する期日までに支払わなかったときは、当該期

日の翌日から代金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未払金額に、政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定す

る率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に払わなければならない。 

 

（所有権の移転及び登記） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金及び前条第２項の遅延利息（以下、「売買

代金等」という。）を完納したときに乙に移転する。 

２ 乙は、売買代金等の納入通知書兼領収証書を甲に提示して所有権移転登記を請求す

るものとし、甲は、その請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

３ 前項の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 



第７条 甲は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに現状有

姿で引き渡すものとする。 

 

（危険負担） 

第８条 乙は、売買物件の引渡しの日までにおいて、甲の責めに帰すことのできない事

由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときも、売買代金の支払いを拒む

ことができない。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 乙は、民法（明治２９年法律第８９号）、商法（明治３２年法律第４８号）及

び本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された売買物件について、種類、品質（地

下埋設物や土壌汚染等の隠れたものを含む。）又は数量に関して契約の内容に適合し

ないことを理由として、目的物の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、代

金減免の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。ただし、乙が

消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項の消費者である場合にあって

は、売買物件の引渡しの日から２年間は、この限りではない。 

 

（売買物件の制限事項） 

第１０条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条に規定する業務の用途に供し、又はこれらの用に供さ

れることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは貸してはならない。 

２ 乙は、売買物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号の暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所の用途に供

し、又はその用途に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し、若しくは貸

してはならない。 

 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、本契約の履行に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うこと

ができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事

項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならな

い。 

３ 乙は、正当な理由なく第１項の実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項

の規定による報告を怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第１２条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる金額を違約

金として甲に支払わなければならない。 

(1) 前条第２項又は第３項に定める義務に違反したとき 売買代金の１割に相当す

る額 

(2) 第１０条に定める義務に違反したとき 売買代金の３割に相当する額 

２ 前項の違約金は、違約罰であり、第１５条第２項及び第１６条に定める損害賠償額

の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 



第１３条 甲は、乙が本契約の条項（第１０条第２項の規定を除く。）に定める義務に

違反したときは、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が第１０条第２項に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当

していると認められるときは、何らの催告を要せず、当該契約を解除することができ

る。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は

その代表者、その理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役

員等」という）が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第

２条第６号の暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき。 

(2) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

るとき。 

(4) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき。 

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

３ 甲は、前２項の規定により本契約を解除したときは、これにより乙に生じた損害に

ついて、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

 

（返還金等） 

第１４条 甲は、前条第１項又は第２項の規定により本契約を解除したときは、次条第

１項の規定による売買物件の返還及び所有権移転登記の確認後、乙が支払った売買代

金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条の規定により本契約を解除したときは、乙が支払った違約金並びに乙が

売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

 

（乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、第１３条第１項又は第２項の規定により本契約を解除されたときは、

甲の指定する期日までに売買物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、

甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還

することができる。 

２ 乙は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる金額を損害賠償金

として甲に支払わなければならない。 

(1) 前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているとき 契約解除

時の時価により減損額に相当する金額 

(2) 前項本文の規定により原状回復する場合において、乙の責に帰すべき事由（売買

物件の滅失又はき損以外の事由をいう。）により甲に損害を与えているとき その

損害に相当する金額 

３ 乙は、第１項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日まで

に、当該物件の所有権移転登記の承諾書その他必要な書類を甲に提出しなければなら

ない。 

（損害賠償） 



第１６条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反したため、又は第１３条第１項又は第

２項の規定により本契約を解除したため、損害を受けたときは、その損害の賠償を請

求できる。 

  

（返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１４条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が

本契約書に定める違約金又は損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還す

る売買代金の全部又は一部と相殺する。 

 

（公租公課等の負担） 

第１８条 売買物件に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課されるものに

ついては、乙の負担とする。 

 

（契約の費用） 

第１９条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（法令等の規則の遵守） 

第２０条 乙は、売買物件に係る法令等の規制を熟知のうえ、本契約を締結したもので

あることを確認するものとし、売買物件を利用するに当たっては、関係法令等を遵守

するものとする。 

 

（疑義の決定） 

第２１条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（専属的合意管轄裁判所） 

第２２条 本契約に関する一切の争訟は、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 上記の契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その

１通を保有する。 

 

 

令和７年  月  日 

 

 

売払人（甲）  住 所  福井市大手３丁目１０番１号      

氏 名  福井市                

福井市長 西 行 茂         

 

 

買受人（乙）  住 所                     

 

氏 名                     

 



売買物件 

（土地） 

所在地番 地目 登記地積(㎡) 実測地積(㎡) 

福井市上莇生田町１６字深町１番２ 宅地 ４４１．４５ ４４１．４５ 

福井市上莇生田町１６字深町２番２ 宅地 １９４．４４ １９４．４４ 

福井市上莇生田町１６字深町３番２ 宅地 １９．９９ １９．９９ 

福井市上莇生田町１６字深町１３番 宅地 ５．４８ ５．４８ 

福井市上莇生田町１７字油田２８番２ 宅地 ３５３．４０ ３５３．４０ 

福井市上莇生田町１７字油田２９番２ 宅地 ６０３．３６ ６０３．３６ 

福井市上莇生田町１７字油田３０番２ 宅地 １９３．２２ １９３．２２ 

福井市上莇生田町１７字油田３１番２ 宅地 ２０２．５９ ２０２．５９ 

福井市上莇生田町１７字油田３２番２ 宅地 ２０２．５６ ２０２．５６ 

福井市上莇生田町１７字油田３３番２ 宅地 １９３．１６ １９３．１６ 

福井市上莇生田町１７字油田３４番２ 宅地 １９３．１３ １９３．１３ 

福井市上莇生田町１７字油田３５番 宅地 １６．２２ １６．２２ 

福井市上莇生田町１７字油田３６番 宅地 ４２．３３ ４２．３３ 

福井市上河北町１字鍵田１５番３ 雑種地 ４９ ４９．１８ 

福井市上河北町１字鍵田１６番４ 雑種地 １１３ １１３．４５ 

福井市上河北町１字鍵田１７番３ 雑種地 １１７ １１７．６７ 

福井市上河北町１字鍵田１８番３ 雑種地 １１９ １１９．３１ 

福井市上河北町１字鍵田１９番３ 雑種地 １２０ １２０．７１ 

福井市上河北町１字鍵田２０番３ 雑種地 １１０ １１０．９８ 

福井市上河北町１字鍵田２１番３ 雑種地 １１６ １１６．６０ 

福井市上河北町１字鍵田２２番３ 雑種地 １１４ １１４．４１ 

福井市上河北町１字鍵田２３番３ 雑種地 １１７ １１７．４６ 

福井市上河北町１字鍵田２４番３ 雑種地 １１６ １１６．５９ 

福井市上河北町１字鍵田２５番３ 雑種地 １１７ １１７．９５ 

福井市上河北町１字鍵田２６番３ 雑種地 １２０ １２０．２８ 

福井市上河北町１字鍵田２７番３ 雑種地 １１４ １１４．８１ 

福井市上河北町１字鍵田２８番３ 雑種地 １１３ １１３．００ 

 

 

（建物） 

種類 所在 構造 床面積(㎡) 

倉庫 
福井市上莇生田町１

６字深町１番２ 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 １,９４９.６６ 

 



 

（工作物） 

名称 規格等 
規格の根

拠 

数量 

(総数) 

フェンス 
北側敷地 H1.2m×約 L200m 

南側敷地 H0.9m×約 L120m 
実測値 1 式 

物置 W3.0m×D2.0m×H2.5m 実測値 1 式 

物入 W5.0m×D2.0m×H3.0m 実測値 1 式 

橋 W2.0m×D4.5m 実測値 1 式 

プロパンガス庫 W8.3m×D4.1m×H3.1m 設計値 1 式 

自転車置き場 
鉄骨 波板 

W5.0m×D2.5m×H2.1m 
設計値 1 式 

地下タンク（油槽） W6.4m 直径 1.5m 設計値 1 式 

水槽 W7.80m×D3.4m×H2.5m 設計値 1 式 

ポンプ室 W4.95m×D4.15m×H2.5m 設計値 1 式 

機械室 W5.5m×D3.5m×H2.5m 設計値 1 基 

地下浄化槽（防火

水槽） 

元浄化槽し尿、厨房排水 

W21.20ｍ×D9.95ｍ×H5.05ｍ 
設計値 1 基 

 

 


